
提

出

者

河

村

た

か

し

平
成
十
八
年
六
月
十
五
日
提
出

質

問

第

三

五

七

号

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
「
納
税
者
番
号
」
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

357



住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
「
納
税
者
番
号
」
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
六
月
に
、
政
府
税
制
調
査
会
は
、
納
税
者
番
号
へ
の
住
民
票
コ
ー
ド
利
用
に
つ
い
て
検
討
結
果
を
発
表
し
た
。
こ
れ
が

実
現
す
る
な
ら
ば
、
住
民
票
コ
ー
ド
の
民
間
利
用
の
許
容
等
、
住
民
票
コ
ー
ド
の
目
的
、
役
割
等
に
重
大
な
変
更
を
加
え
る
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、
デ
ー
タ
マ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
危
険
性
が
極
め
て
高
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
年
五
月
七
日
付
日
本
経
済
新
聞
に
よ
れ
ば
、
「
政
府
は
個
人
に
番
号
を
付
け
て
社
会
保
障
の
給
付
・
負
担
の
情
報

を
一
元
管
理
す
る
社
会
保
障
個
人
会
計
制
度
の
導
入
に
向
け
た
検
討
を
本
格
化
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
が
実
現
す

る
な
ら
ば
、
年
金
、
医
療
、
介
護
、
雇
用
の
四
分
野
の
個
人
情
報
が
一
元
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
危

険
性
が
高
い
。

そ
こ
で
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

平
成
一
七
年
六
月
に
、
政
府
税
制
調
査
会
基
礎
問
題
小
委
員
会
が
、
「
個
人
所
得
課
税
に
関
す
る
論
点
整
理
」
を
発
表

し
、
「
納
税
者
番
号
制
」
の
導
入
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
納
税
者
番
号
制
度
は
、
各
種
資
料

の
名
寄
せ
・
突
合
を
効
率
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
務
行
政
の
効
率
化
・
高
度
化
、
ひ
い
て
は
適
正
・
公
平
な
課
税
に
資
す

る
も
の
」
と
の
認
識
を
示
し
、
そ
の
番
号
と
し
て
「
現
下
の
著
し
い
情
報
通
信
技
術
の
進
展
を
踏
ま
え
、
わ
が
国
で
は
、
世

一



界
最
先
端
の
Ｉ
Ｔ
国
家
を
目
指
し
各
種
の
取
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
電
子
政
府
・
電
子
自
治
体
の
構
築
は

重
要
な
課
題
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
利
便
性
を
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
番
号
制
度
に
つ
い
て
も
、
税
務
行
政
に
と
ど
ま

ら
ず
様
々
な
行
政
分
野
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
」
と
述
べ
た
上
、
「
住
民
票
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
既
に
法
律

上
の
枠
組
み
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
喫
緊
の
課
題
と
し
て
税
務
行
政
に
活
用
さ
れ
る
番
号
制
度
を
早
急
に
導
入
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
に
は
、
『
住
民
基
本
台
帳
方
式
』
を
採
る
こ
と
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
場
合
に
は
、
住
民
票
コ
ー

ド
の
民
間
利
用
を
許
容
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
�
）

現
在
、
納
税
者
番
号
制
の
検
討
が
、
ど
の
部
署
で
、
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。そ

の
際
、
検
討
資
料
や
報
告
資
料
等
が
存
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
名
称
、
作
成
者
、
お
よ
び
作
成
年
月
日
等
も

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

政
府
と
し
て
、
法
律
で
定
め
さ
え
す
れ
ば
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
納
税
者
番
号
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
考

え
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

仮
に
、
納
税
者
番
号
に
住
民
票
コ
ー
ド
と
別
個
の
番
号
を
付
し
た
場
合
、
そ
の
「
重
複
付
番
の
防
止
」
「
徴
税
事

二



務
の
効
率
化
」
な
ど
の
観
点
か
ら
、
納
税
者
番
号
と
住
民
票
コ
ー
ド
と
を
突
合
し
て
納
税
者
の
居
住
地
を
確
定
し
、

徴
税
事
務
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
と
理
解
す
る
の
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

本
年
五
月
七
日
付
日
本
経
済
新
聞
に
よ
れ
ば
、
「
政
府
は
個
人
に
番
号
を
付
け
て
社
会
保
障
の
給
付
・
負
担
の
情
報
を
一

元
管
理
す
る
社
会
保
障
個
人
会
計
制
度
の
導
入
に
向
け
た
検
討
を
本
格
化
す
る
。
対
象
に
な
る
の
は
、
年
金
と
医
療
、
介

護
、
雇
用
の
四
分
野
」
で
あ
る
旨
の
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
�
）

政
府
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
個
人
会
計
制
度
」
の
導
入
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

（
�
）

検
討
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
担
当
部
署
お
よ
び
検
討
、
報
告
の
文
書
名
、
発
行
年
月
日
等
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

（
�
）

同
じ
く
、
検
討
し
て
い
る
場
合
、
い
か
な
る
情
報
を
一
元
管
理
す
る
予
定
か
を
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

報
道
に
よ
れ
ば
、
社
会
保
障
個
人
会
計
制
度
の
導
入
に
と
も
な
っ
て
、
各
個
人
に
は
新
た
に
「
社
会
保
障
番
号
」

を
付
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
「
社
会
保
障
番
号
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ

の
目
的
、
機
能
、
附
番
方
法
等
に
関
す
る
検
討
の
概
要
を
説
明
さ
れ
た
い
。

三



右
質
問
す
る
。

四


